
平成２９年度いじめ問題総合対策計画
１ いじめの防止等の基本方針 太宰府市立水城小学校

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影

響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じるおそれのあるものである。いじめの問題は、学校を含め

た社会全体に関する国民的な課題である。

したがって、本校では、子どもを取り囲む全ての教職員一人一人が「いじめは、人間として絶対に許されない」「いじめ

は卑怯な行為である」「いじめはどの子どもにも、どの集団にも、どの学校でも起こりうる」「いじめられている子を最後

まで守り抜く」という認識や信念をもち、全ての子どもをいじめから守り、いじめのない子ども社会(いじめの未発見・未

解決ゼロ)の実現をめざすこととする。

そのためには、学校(教職員)・保護者・地域等がそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的かつ相互に協力し、積極的な

取組を推進していくものとする。

２ いじめ防止等の推進体制
管理職(校長・教頭)

スクール いじめ問題対策委員会 太宰府市要保護児
カウンセラー ＜メンバー＞ 童対策地域協議会

校長 教頭 主幹教諭
スクールソーシャ 生徒指導担当 学年主任 主任児童委員
ルワーカー 養護教諭

全職員
３ 校内委員会を中心とした年間計画
月 校内委員会 未然防止 早期発見 評価
４月 アンケート結果からの報告 歓迎遠足 学校生活に関するアンケート

学校いじめ基本方針の確認 家庭訪問
校内研修(気になる児童の一覧) 交通安全教室(１・４年)

５月 アンケート結果からの報告 運動会 学校生活に関するアンケート
(非行防止)５，６年

６月 アンケート結果からの報告 新体力テスト いじめ問題に特化した無記名式アンケート
校内研修「ＳＣ及びＳＳＷの活用について」 望ましい行動の促進)６年 いじめ・人間関係トラブル早期発見リスト(家庭版)

教育相談
７月 アンケート結果からの報告 水遊び、水泳 学校生活に関するアンケート

校内研修「いじめの早期発見早期対応」 自然教室（５年）ＳＲＴ（4年生以上）
親子学習会
保護者と学ぶ規範意識育成事業
(ネットいじめ防止)５年
個人面談

８月 校内研修「いじめ・不登校を生まない集団 地域の夏まつり
作りについて」 へ職員の参加

９月 アンケート結果からの報告 修学旅行(６年) 学校生活に関するアンケート

10月 アンケート結果からの報告 参観・懇談 学校生活に関するアンケート
いじめ防止月間のへの取組の確認 文化発表会

11月 アンケート結果からの報告 (ネットいじめ防止)３，４年 いじめ問題に特化した無記名式アンケート
教育相談からの報告 いじめ・人間関係トラブル早期発見リスト(家庭版)

教育相談
12月 アンケート結果からの報告 音楽発表会 学校生活に関するアンケート

人権週間の取組の確認 (薬物乱用防止)５，６年 ＳＲＴ（4年生以上）

１月 アンケート結果からの報告 人権学習公開 学校生活に関するアンケート
参観・懇談

２月 アンケート結果からの報告 市人権まつりに いじめ問題に特化した無記名式アンケート
教育相談からの報告 向けた取り組み いじめ・人間関係トラブル早期発見リスト(家庭版)

望ましい行動の促進３，４年 教育相談
参観・懇談

３月 アンケート結果からの報告 お別れ集会 学校生活に関するアンケート
次年度への申し送り事項の確認 卒業式



４ いじめの重大事態への対処
○ いじめの重大事態が発生した際の報告体制

重 情報受信者
大 担任 管理職 校内 太宰府市
事 養護教諭 学年主任 委員会 教育委員会
態

○ いじめの重大事態が発生した際の調査と組織について
＜調査＞
・ 学校は、重大事態が発生した場合、直ちに市教育委員会に、事態発生について報告する。
・ 市教育委員会は、学校で重大事態が発生した場合、直ちに県教育委員会に報告する。
・ 市教育委員会は、学校において重大事態が発生した場合、学校からの報告を受け、市長へ事態発生
について報告する。

・ 市教育委員会は、学校からの報告を受け、調査主体や調査組織を判断する。
・ 従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童又は保護者の訴えなどを踏まえ、学校の調査では重大
事態への対処及び同種の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと判断する場合はや学校の教
育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には、市教育委員会において調査を実施する。

・ 学校が調査主体となる場合であっても、市教育委員会は調査を実施する学校に対して必要な指導又
は人的措置を含めた適切な支援を行う。

＜組織＞
・ 調査の際に、調査を行うための組織は「いじめ防止等対策推進委員会」とする。
・ 「いじめ防止等対策推進員会」に加える専門家は「弁護士・医師・学識経験者・心理または

福祉に関する専門家・その他適任者」とする。
・ 組織に加える専門家は、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない

者とし、当該調査の公平性・中立性を確保する。


